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工事計画 

工事着工 

該当無し 該当あり 

第 93条の提出（着工の 60日前まで・２部） 

・埋蔵文化財発掘の届出について 

・別記 

・添付書類（地図、工事図面等） 

・発掘調査承諾書 

博物館へ照会（窓口・ＦＡＸ等） 

慎重工事 

市が試掘調査等を行い、県へ書類を提出 

県→市へ指導通知 

発掘調査 立会調査 

市と日程調整 

立会調査を実施 

工事着工 

市と工程調整 

発掘調査を実施 


